
職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

行政職給料表

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
主事 1,931
技師 328
児童福祉司 63
児童相談員 2
心理判定員 1
児童心理司 69
精神保健福祉相談員 11
計量員 2
職業訓練指導員 13
普及指導員 1
普及技術員 41
無線通信士 3
文化財主事 9
司書 8
通訳翻訳員 2
少年補導専門員 1

計 2,485 (0)
主事 983
技師 320
知的障害者福祉司 1
児童福祉司 67
児童相談員 2
心理判定員 1
児童心理司 25
精神保健福祉相談員 1
計量員 1
職業訓練指導員 10
普及指導員 43
普及技術員 20
無線通信士 1
文化財主事 8
司書 7
書記 3
航空機整備員 3
少年補導専門員 1

計 1,497 (0)
副主査 1,456 (14)
農業大学校講師 6
身体障害者福祉司 1
児童福祉司 57 (1)
児童相談員 10
心理判定員 2
児童心理司 10
精神保健福祉相談員 10
職業訓練指導員 3
普及指導員 28
普及技術員 1
無線通信士 3
指導主事 5
社会教育主事 1
管理主事 2
研究指導主事 8
文化財主事 3
司書 5
主任書記 4
主任通訳翻訳員 7
主任航空機整備員 1
主任少年補導専門員 10 (1)
主任相談専門員 1

計 1,634 (16)
副主査 40
主任自動車運転免許試験員 7 (5)
主任通訳翻訳員 1
主任少年補導専門員 3 (1)
主査 1,256 (159)
係長 102
守衛長 1
県税事務所課長 13
農業大学校講師 4
上席知的障害者福祉司 1
上席児童福祉司 24
上席児童相談員 5
上席心理判定員 1 (1)
上席児童心理司 11
上席精神保健福祉相談員 10 (1)
上席計量員 2
上席職業訓練指導員 6 (2)
上席普及指導員 22 (1)
上席無線通信士 4
図書館課長 2
子どもと親のサポートセンター課長 1
博物館課長 1
指導主事 49
社会教育主事 5
管理主事 14
研究指導主事 29 (2)
上席文化財主事 4 (4)
上席司書 4
上席書記 1
上席通訳翻訳員 4
上席航空機整備員 1
上席少年補導専門員 8
上席相談専門員 1

計 1,637 (176)

1,634

１　係長の職務
２　主査の職務
３　出先機関の課長の職務

15.6

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計

2,485

1,497２級

高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

14.3

１級

主事又は技師の職務

23.7

15.6３級

副主査の職務

４級

副主査

内訳 職制上の段階

主事38.03,982

16.01,685

1,637

1,632 主査15.5



うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

主査 32
上席知的障害者福祉司 1
上席精神保健福祉相談員 1
上席普及指導員 1
上席自動車運転免許試験員 1
上席通訳翻訳員 6
上席少年補導専門員 3
上席相談専門員 1
班長 351
副主幹 701 (200)
県税事務所課長 52
自動車税事務所課長 3
旅券事務所課長 3
健康福祉センター課長 14 (1)
児童相談所課長 14
女性サポートセンター課長 2
障害者相談センター課長 3
精神保健福祉センター課長 3
動物愛護センター課長 1
計量検定所課長 1
高等技術専門校課長 12 (1)
農業事務所課長 8
家畜保健衛生所課長 1
林業事務所課長 2
水産事務所課長 6
水産情報通信センター課長 2
漁港事務所課長 4
土木事務所課長 70
港湾事務所課長 7
北千葉道路建設事務所課長 2
一宮川改修事務所課長 3
ダム管理事務所課長 4
区画整理事務所課長 7
下水道事務所課長 2
県税事務所支所長 2
自動車税事務所支所長 4
漁港事務所支所長 1
港湾事務所支所長 2
農業大学校准教授 10 (6)
主任上席身体障害者福祉司 2
主任上席児童福祉司 19
主任上席児童心理司 2
主任上席心理判定員 1
主任上席精神保健福祉相談員 7
主任上席計量員 3 (2)
主任上席職業訓練指導員 9 (6)
主任上席普及指導員 57 (19)
主任上席無線通信士 2
さわやかちば県民プラザ課長 2
図書館課長 11
博物館課長 1
事務長 318
指導主事 49 (1)
社会教育主事 4
管理主事 40
研究指導主事 32 (11)
主任上席文化財主事 12 (3)
主任上席司書 4 (2)
課長補佐 18 (2)
センター長補佐 1
会計課長 26
上席通訳翻訳員 1
上席航空機整備員 1
上席少年補導専門員 4

計 1,969 (254)
副主幹 4
自動車税事務所課長 1
農業事務所課長 1
港湾事務所支所長 1
調査官 36
副課長 227
副局長 2
主幹 223
総務ワークステーション副所長 2
県税事務所長 7
児童相談所長 3
生実学校長 1
富浦学園長 1
障害者相談センター所長 2
看護専門学校長 1
高等技術専門校長 4
水産事務所長 3
水産情報通信センター所長 1
漁港事務所長 2
港湾事務所長 1
北千葉道路建設事務所長 1
ダム管理事務所長 2
下水道事務所長 1
東京事務所次長 1
地域振興事務所次長 5
県税事務所次長 20
自動車税事務所次長 2

１　班長の職務
２　副主幹の職務
３　出先機関の相当困難な業務を行う課長の職務

１　副課長の職務
２　主幹の職務
３　出先機関の長又は次長の職務
４　出先機関の困難な業務を行う課長の職務

５級 18.71,969

班長18.71,966



うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

旅券事務所次長 1
男女共同参画センター次長 1
健康福祉センター副センター長 33
衛生研究所次長 1
児童相談所次長 6
生実学校次長 1
富浦学園次長 1
女性サポートセンター次長 1
看護専門学校副校長 4
障害者相談センター次長 1
精神保健福祉センター次長 1
食肉衛生検査所次長 1
消費者センター次長 1
計量検定所次長 1
高等技術専門校副校長 6
農業事務所次長 29
林業事務所次長 6
漁港事務所次長 4 (1)
土木事務所次長 35
港湾事務所次長 5
下水道事務所次長 8
北千葉道路建設事務所次長 2
一宮川改修事務所次長 2
区画整理事務所次長 6
地域振興事務所課長 21
文書館課長 2
消防学校課長 3
健康福祉センター課長 6
障害者相談センター課長 1
保健医療大学課長 2
農業事務所課長 34
農林総合研究センター課長 3
農業大学校課長 1
林業事務所課長 3
土木事務所課長 26
区画整理事務所課長 3
下水道事務所課長 3
林業事務所支所長 1
農業大学校教授 6
土木事務所出張所長 7
主席児童福祉司 7
主席普及指導員 17
教育事務所次長 5
教育事務所課長 10
教育事務所指導室長 5
さわやかちば県民プラザ副所長 1
図書館長 2
図書館副館長 3
総合教育センター次長 2
総合教育センター部長 4
博物館長 1
博物館副館長 4
博物館部長 1
博物館分館長 1
事務主幹 17
主席指導主事 27
主席社会教育主事 2
主席管理主事 11
主席研究指導主事 7
管理官 14 (1)
会計官 7

計 982 (2)
本庁の課長 91
総務ワークステーション所長 1
出納局長 1
担当課長 3
副参事 33
副技監 11
事務局長 1
地域振興事務所長 2
県税事務所長 6
自動車税事務所長 1
児童相談所長 3
女性サポートセンター所長 1
計量検定所長 1
農業事務所長 4
林業事務所長 2
土木事務所長 12
港湾事務所長 1
一宮川改修事務所長 1
区画整理事務所長 3
下水道事務所長 2
看護専門学校長 1
地域振興事務所次長 4
職員能力開発センター次長 1
環境研究センター次長 1
産業支援技術研究所次長 1
農林総合研究センター次長 1
水産総合研究センター次長 1
文書館副館長 1
農業大学校副校長 1
教育事務所長 5
子どもと親のサポートセンター所長 1
博物館副館長 2
免許センター長 1
理事官 13
首席師範 1

計 215 (0)

６級 9.3

７級 2.0

１　本庁の課長の職務
２　副参事又は副技監の職務
３　出先機関の困難な業務を行う次長の職務
４　相当困難な業務を行う出先機関の長の職務

本庁の課長

939

215 215

982

9.0

2.0

副課長



うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

水産局長 1
環境対策監 1
本庁の次長 16
参事 1
技監 3
本庁の課長 13
東京事務所長 1
地域振興事務所長 2
職員能力開発センター所長 1
消費者センター所長 1
農業事務所長 3
土木事務所長 1
港湾事務所長 1
文書館長 1
消防学校長 1
農業大学校長 1
学校危機管理監 1
さわやかちば県民プラザ所長 1
図書館長 1
総合教育センター所長 1
博物館長 2
教育庁部長 1
参事官 5

計 60 (0)
オリンピック・パラリンピック推進局長 1
担当部長 8
理事 1
局長 2
教育次長 2

計 14 (0)
本庁の部長 8

計 8 (0)
10,501
(448)

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

備考
この表において「本庁」とは、知事の事務部局の本庁のほか、教育庁の本庁、議会、人事委員会、監査委員及び労働委員会
の事務局並びに警察本部をいい、「出先機関」とは、知事の事務部局及び教育庁の出先機関をいう。

合計 100.0

１０級
知事の事務部局の本庁の部長の職務

0.1

９級

60

14

8

８級 0.6

１　本庁の次長の職務
２　参事又は技監の職務
３　本庁の困難な業務を行う課長の職務
４　困難な業務を行う出先機関の長の職務

１　本庁の部長の職務
２　担当部長の職務
３　理事の職務

0.1

8

54

本庁の部長0.1

20 0.2 担当部長

0.5 本庁の次長



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

公安職給料表

千葉県警察 知事部局※

級 級

1 1,449 人 人 1 人 人

2 1,310 人 人 2 人 人

3 854 人 人 3 人 人

4 240 人 人 4 人 人

3 1,682 人 人 3 人 人

4 1,506 人 (48) 人 4 人 人

4 1,685 人 (9) 人 4 6 人 人

5 1,019 人 (90) 人 5 3 人 (1) 人

6 159 人 (52) 人 6 3 人 (2) 人

5 213 人 人 5 2 人 人

6 315 人 人 6 4 人 人

7 89 人 人 7 1 人 (1) 人

7 100 人 人 7 3 人 人

8 116 人 人 8 2 人 (2) 人

9 50 人 (2) 人 9 人 人

10,787 人 (201) 人 24 人 (6) 人

職制上の段階 人数 警察本部 署人数 うち再任用 警察学校 千葉市警察部 人数

0 人

巡査部長 3,188 人

主任
分隊長
伝令（巡査部長の階
級に限る。）

主任

巡査 3,853 人

伝令（巡査の階級に
限る。）
巡査長
係員
班員
分隊員
勤務員

巡査長
係員

※千葉県警察本部から知事部局に出向している職員数

警視 266 人

参事官
運転免許本部長
課長
副長
所長
センター長
隊長
広報官
人事企画官
監察官
理事官
管理官
課長代理（警視の階
級に限る。）
室長代理（警視の階
級に限る。）
センター長代理（警視
の階級に限る。）
副隊長（警視の階級
に限る。）

署長
副署長
地域交通官（警視の
階級に限る。）
地域官（警視の階級
に限る。）
刑事官（警視の階級
に限る。）
交通官（警視の階級
に限る。）
幹部交番所長（警視
の階級に限る。）

副校長
部長

計 計

千葉市警察部長
課長

5 人

任命権者：千葉県警察本部長
警務部警務課人事第一係
043-201-0110 (内線:2693)

係長 係長 12

警部 617 人

課長代理（警部の階
級に限る。）
所長代理（警部の階
級に限る。）
センター長代理（警部
の階級に限る。）
副隊長（警部の階級
に限る。）
調査官
課長補佐
室長補佐
師範
隊長補佐
中隊長

警部補 2,863 人

係長
班長
伝令長（警部補の階
級に限る。）
小隊長

課長（警部補の階級
に限る。）
課長代理
係長
班長

次長（警部の階級に
限る。）
幹部交番所長（警部
の階級に限る。）
調査官
課長（警部の階級に
限る。）
幹部交番副所長（警
部の階級に限る。）

調査官
課長

主任

人数 うち再任用

人

課長代理 7 人

0 人



（参考）

    公安職給料表級別基準職務表

(うち再任用職員) 職 務 の 級  基 準 と な る 職 務   

 １ 級  巡 査 の 行 う 職 務   

 ２ 級  １  巡 査 長 の 行 う 職 務   

   ２  相 当 高 度 の 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 巡 査 の 行 う 職 務   

 ３ 級  １  主 任 の 職 務   

   ２  相 当 高 度 の 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 巡 査 長 の 行 う 職 務   

 ４ 級  １  警 察 署 の 課 長 の 職 務   

   ２  係 長 の 職 務   

   ３  困 難 な 業 務 を 担 当 す る 主 任 の 職 務   

 ５ 級  １  警 察 本 部 の 課 長 補 佐 の 職 務   

   ２  警 察 署 の 相 当 困 難 な 業 務 を 所 掌 す る 課 長 の 職 務   

   ３  困 難 な 業 務 を 分 掌 す る 係 長 の 職 務   

 ６ 級  １  警 察 本 部 の 課 長 代 理 の 職 務   

   ２  警 察 署 の 次 長 の 職 務   

   ３  調 査 官 の 職 務   

   ４  警 察 本 部 の 困 難 な 業 務 を 所 掌 す る 課 長 補 佐 の 職 務   

   ５  警 察 署 の 困 難 な 業 務 を 所 掌 す る 課 長 の 職 務   

   ６  特 に 困 難 な 業 務 を 分 掌 す る 係 長 の 職 務   

 ７ 級  １  警 察 本 部 の 課 長 、 理 事 官 又 は 管 理 官 の 職 務   

   ２  警 察 署 の 署 長 又 は 副 署 長 の 職 務   

   ３  警 察 本 部 の 困 難 な 業 務 を 所 掌 す る 課 長 代 理 の 職 務   

   ４  警 察 署 の 困 難 な 業 務 を 所 掌 す る 次 長 の 職 務   

 ８ 級  １  警 察 本 部 の 困 難 な 業 務 を 所 掌 す る 課 長 又 は 理 事 官 の 職 務   

   ２  相 当 複 雑 、 困 難 な 業 務 を 所 掌 す る 警 察 署 の 署 長 の 職 務   

 ９ 級  １  警 察 本 部 の 部 長 又 は 参 事 官 の 職 務   

   ２  複 雑 、 困 難 な 業 務 を 所 掌 す る 警 察 署 の 署 長 の 職 務   

 



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

教育職給料表（一）

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
助手 2 2 2.5 助手
助教 19

計 21 (0)
講師 18

計 18 (0)
准教授 18

計 18 (0)
教授 22 22 27.5 教授
学長 1

計 23 (0)
80
(0)

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

１級
大学の助教又は助手の職務

21 26.2
19

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

２級
大学の講師の職務

18 22.5 18

４級 23 28.8

３級
大学の准教授の職務

18 22.5

講師22.5

大学の学長又は教授の職務

23.7 助教

合計 100.0

准教授18 22.5

1 1.3 学長



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

教育職給料表（二）

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階

講師 2,532

実習助手 272

寄宿舎指導員 94 (1)

計 2,898 (1)

教諭 28,126 (2,702)

養護教諭 1,337 (42)

栄養教諭 267 (6)

実習助手 143 (39)

寄宿舎指導員 14 (1)

指導主事 72

計 29,959 (2,790)

主幹教諭 231

指導主事 2

計 233 (0)

副校長 34

教頭 1,219

指導主事 24

計 1,277 (0)

校長 1,108

計 1,108 (0)

35,475

(2,791)

校長

合計 100.0

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

５級
高等学校、特別支援学校、義務教育学校、中学校又は小学校
の校長の職務 1,108 3.1 1,108 3.1

主幹教諭

４級

高等学校、特別支援学校、義務教育学校、中学校又は小学校
の副校長又は教頭の職務

1,277 3.6 1,277 3.6 教頭

３級

高等学校、特別支援学校、義務教育学校、中学校又は小学校
の主幹教諭の職務

233 0.7 233 0.7

講師

２級

高等学校、特別支援学校、義務教育学校、中学校又は小学校
の教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師（任用の期限を付さない
講師に限る。）の職務

29,959 84.4 29,959 84.4 教諭

１級

１　高等学校の助教諭、養護助教諭、講師（任用の期限を付さない講師を除く。）
又は実習助手の職務
２　特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師（任用の期限を付さない講師を
除く。）、実習助手又は寄宿舎指導員の職務
３　義務教育学校、中学校又は小学校の助教諭、養護助教諭又は講師（任用の
期限を付さない講師を除く。）の職務

2,898 8.2 2,898 8.2

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

研究職給料表

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
技師 1

計 1 (0)
研究員 90

計 90 (0)
研究員 70
上席研究員 46 (14)
専門研究員 6
主任研究員 13

計 135 (14)
上席研究員 1
主任上席研究員 87 (26)
博物館課長 6
科長 14
課長補佐 1
専門研究員 3
衛生研究所次長 1
産業支援技術研究所次長 2
農林総合研究センター研究所長 2
畜産総合研究センター研究所長 2
水産総合研究センター研究所長 3
衛生研究所室長 6
環境研究センター室長 4
産業支援技術研究所室長 5
農林総合研究センター室長 16
畜産総合研究センター室長 3
水産総合研究センター室長 5
主幹 6
主席研究員 16
博物館部長 2
管理官 2
環境研究センター次長 1
農林総合研究センター次長 1
畜産総合研究センター次長 1
水産総合研究センター次長 1

計 191 (26)
衛生研究所長 1
環境研究センター長 1
産業支援技術研究所長 1
畜産総合研究センター長 1
水産総合研究センター長 1

計 5 (0)
422
(40)

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計

技師0.21 1

内訳 職制上の段階

２級
研究員の職務

21.3

１級
技師の職務

0.2

90

３級 32.0

合計 100.0

５級 1.2

45.3４級

１　上席研究員の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする研究員の職務

135

出先機関の
センター長

1.2

1.0
出先機関の

次長

１　試験研究機関の長、次長又は室長の職務
２　主席研究員の職務
３　試験研究機関の課長の職務
４　主任上席研究員の職務

困難な研究を行う試験研究機関の長の職務

主任上席
研究員

17.8
出先機関の

室長

5 5

111

75
191

4

26.3

上席研究員15.666

研究員160 37.9



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

医療職給料表（一）

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
医師 2

計 2 (0)

計 0 (0)
主幹 8
精神保健福祉センター次長 1
健康福祉センター長 5

計 14 (0)
技監 7
健康福祉センター長 8
精神保健福祉センター長 1

計 16 (0)
32
(0)

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

内訳 職制上の段階

１級
医師又は歯科医師の職務

2 6.3

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計

４級 50.0

２級
１　主任医師又は主任歯科医師の職務
２　医師又は歯科医師である主査の職務
３　医師又は歯科医師である副主幹の職務

0 0.0

３級 14 43.7

16

困難な業務を行う出先機関の長の職務

合計 100.0

65.6
出先機関の
センター長

6.3 医師

主幹9 28.1

0 0.0

2

主任医師

21

１　医師又は歯科医師である主幹の職務
２　出先機関の長の職務



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

医療職給料表（二）

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
技師 62

計 62 (0)
技師 158

計 158 (0)
主任技師 46

計 46 (0)
専門員 97 (4)

計 97 (4)
上席専門員 84 (12)

計 84 (12)
上席専門員 4
健康福祉センター課長 22
衛生研究所課長 1
食肉衛生検査所課長 8
家畜保健衛生所課長 7 (1)
動物愛護センター支所長 1
副主幹 48 (19)
動物愛護センター所長 1
食肉衛生検査所長 2
家畜保健衛生所長 3
動物愛護センター次長 1
食肉衛生検査所次長 3
家畜保健衛生所次長 5
健康福祉センター課長 11
健康福祉センター支所長 1
主幹 3

計 121 (20)
家畜保健衛生所長 1

計 1 (0)
食肉衛生検査所長 1

計 1 (0)
570
(36)

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

１級
栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士又
は作業療法士である技師の職務 10.9

38.6

３級
主任技師の職務

8.1 8.1

４級 17.0 17.0

合計 100.0

専門員の職務

困難な業務を行う出先機関の長の職務

２級
１　薬剤師、獣医師又は管理栄養士である技師の職務
２　高度の技術、知識又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨
　床検査技師、理学療法士又は作業療法士である技師の職務

27.7

62

158

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

主任技師46 46

技師220

５級
上席専門員の職務

84 14.7

出先機関の
所長

0.4
0.21

1
2

８級 0.2

７級
出先機関の長の職務

６級 21.2

出先機関の次長又は課長の職務

専門員

出先機関の
次長

上席専門員

15.2
出先機関の

課長

5.3

15.4

97 97

88

121

87

30



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

医療職給料表（三）

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階

計 0 (0)
技師 75
助手 6
保健師 2

計 83 (0)
講師 7
主任保健師 23
主任看護師 1

計 31 (0)
主任保健師 23
主任看護師 1 (1)
主査 26 (3)
講師 10 (1)

計 60 (5)
主任保健師 1
主任看護師 1
主査 2 2 1.0 主査
健康福祉センター課長 8
准教授 10
副主幹 9 (5)
課長補佐 1

計 32 (5)
健康福祉センター課長 4

計 4 (0)

計 0 (0)
210
(10)

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

39.5

36

83

地域保健課長

主任保健師

32 15.2

31

83

2 1.0

28

55 26.2

准看護師である技師の職務

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

２級

１　保健師である技師の職務
２　看護師である技師の職務
３　相当高度の技術、知識又は経験を必要とする准看護師
　である技師の職務

39.5

0１級

合計 100.0

６級 1.9

４級 28.660

７級 0.0

１　出先機関の課長の職務
２　副主幹の職務

特に困難な業務を行う出先機関の課長の職務

困難な業務を行う出先機関の課長の職務

１　主査の職務
２　高度の技術、知識又は経験を必要とする主任保健師又
は主任看護師の職務

５級

4

技師

13.3
出先機関の

課長

主査

14.8
主任保健師

0.0

３級

１　主任保健師又は主任看護師の職務
２　高度の技術、知識又は経験を必要とする准看護師であ
　る技師の職務

0 0.00

4 1.9

17.1



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

海事職給料表

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階

二等航海士 1

通信長 1

船長 1

機関長 2

計 5 (0)

二等航海士 2

通信士 1

計 3 (0)

三等機関士 1

二等航海士 1

通信士 1

船長 2

機関長 1

一等機関士 1

機関長 1

計 8 (0)

二等機関士 1 1 2.2 二等航海士

一等航海士 5 (1)

一等機関士 3 (2)

通信長 1

漁ろう主任 1 (1)

船長 10

機関長 8

計 29 (4)

計 0 (0)

45

(4)
合計 100.0

１　船舶（甲）又は船舶（乙）の船長又は機関長の職務
２　船舶（甲）又は船舶（乙）の高度の技術、知識又は経験を
必要とする一等航海士、一等機関士又は通信長の職務

一等航海士22.210

64.4

18 40.0 船長

内訳 職制上の段階

2 4.5 一等航海士

14 31.1 二等航海士

１級 5

１　船舶（甲）又は船舶（乙）の航海士、機関士又は通信士の職務
２　船舶（丙）の船長又は機関長の職務

11.1

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計

備考
１　この表において「船舶（甲）」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数２００トン以上の船舶又は近海区域を航
行区域とする総トン数３００トン以上の船舶をいう。
２　この表において「船舶（乙）」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数５０トン以上２００トン未満の船舶、近海
区域を航行区域とする総トン数５０トン以上３００トン未満の　船舶又は沿海区域を航行区域とする船舶で人事委
員会の定めるものをいう。
３　この表において「船舶（丙）」とは、備考の１及び２に掲げる船舶以外の船舶をいう。

２級

１　船舶（甲）又は船舶（乙）の一等航海士、一等機関士又は通信長
の職務
２　船舶（甲）又は船舶（乙）の相当高度の技術、知識又は経験を必要
とする航海士、機関士又は通信士の職務
３　船舶（丙）の困難な業務を行う船長又は機関長の職務

3 6.7

５級 0.0

１　船舶（甲）又は船舶（乙）の相当高度の技術、知識又は経験を必要
とする一等航海士、一等機関士又は通信長の職務
２　船舶（甲）又は船舶（乙）の高度の技術、知識又は経験を必要とす
る航海士、機関士又は通信士の職務

３級 8

29

0

４級

17.8

船舶（甲）の困難な業務を行う船長又は機関長の職務

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

福祉職給料表

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
児童指導員 79
保育士 38
児童自立支援専門員 5
児童生活支援員 11

計 133 (0)
児童指導員 8
保育士 15
児童自立支援専門員 8
児童生活支援員 2

計 33 (0)
児童指導員 5
保育士 12 (2)
児童生活支援員 1

計 18 (2)
上席児童指導員 6
上席児童自立支援専門員 1
上席児童生活支援員 1
上席保育士 18 (5)
主査 1
児童相談所課長 6
生実学校課長 2
富浦学園課長 2
副主幹 2

計 39 (5)

計 0 (0)

計 0 (0)
223
(7)

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

出先機関の
課長

３級

１　生活指導員である副主査の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする児童自立支
援専門員等の職務 18 8.1

４級

１　出先機関の次長又は課長の職務
２　上席児童自立支援専門員、上席児童指導員、
上席児童生活支援員又は上席保育士の職務
３　生活指導員である主査の職務

39 17.5

５級 0 0.0

６級 0 0.0

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

２級

相当高度の知識又は経験を必要とする児童自立
支援専門員等の職務

33 14.8

１級

児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支
援員又は保育士（以下「児童自立支援専門員等」
という。）の職務 133 59.6

合計 100.0

0 0.0
出先機関の

次長

12 5.4

出先機関の特に困難な業務を行う次長の職務

出先機関の困難な業務を行う次長の職務

職制上の段階

上席児童
指導員

児童指導員82.5184

27 12.1



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

技能労務職給料表

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
農業技術員 2
畜産技術員 7

計 9 (0)

計 0 (0)
主任運転技師 1
主任用務員 1
主任動物指導員 1
主任畜産技術員 1
主任電話交換手 1

計 5 (0)
主任守衛 6 (3)
主任用務員 6 (2)
主任動物指導員 11 (2)
主任調理員 10 (3)
主任農業技術員 40 (22)
主任畜産技術員 18 (9)
主任林業技術員 7 (6)
主任水産技術員 3 (2)
主任運転技師 24 (13)
主任学校農業技能員 2 (2)
主任介助員 11 (8)
主任学校技能員 50 (28)
主任電話交換手 5 (3)

計 193 (103)
主任守衛 3
主任動物指導員 6
主任農業技術員 42
主任畜産技術員 19
主任林業技術員 4
主任運転技師 4
主任事務員 2
主任学校農業技能員 3
主任介助員 12
主任学校技能員 19
主任調理員 8
主任電話交換手 4

計 126 (0)
333

(103)

４級

高度の技能又は経験を必要とする主任守衛・主任船員・主任
運転手・主任用務員・主任動物指導員・主任農業技術員・主
任畜産技術員・主任林業技術員・主任水産技術員・主任港湾
監視員・主任事務員並びに主任運転技師の職務

58.0

３級

主任守衛・主任船員・主任運転手・主任用務員・主任動物指
導員・主任農業技術員・主任畜産技術員・主任林業技術員・
主任水産技術員・主任港湾監視員・主任事務員の職務

５級 37.8

合計 100.0

特に高度の技能又は経験を必要とする主任守衛・主任船員・
主任運転手・主任用務員・主任動物指導員・主任農業技術
員・主任畜産技術員・主任林業技術員・主任水産技術員・主
任港湾監視員・主任事務員並びに高度の技能又は経験を必
要とする主任運転技師の職務

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

内訳 職制上の段階

２級
高度の技能又は経験を必要とする守衛・船員・運転手・用務員・動物指導員・
農業技術員・畜産技術員・林業技術員・水産技術員・港湾監視員・事務員の職
務

0.0

2.7
主任以外

の職

１級

守衛・船員・運転手・用務員・動物指導員・農業技術員・畜産
技術員・林業技術員・水産技術員・港湾監視員・事務員の職
務

2.7

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計

主任の職97.3

9

0

9

324

193

126

5 1.5



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

海事技能労務職給料表

うち再任用

（人） （％） 職名 （人） （人） （人） （％） 段階
船員 4
船舶員 3

計 7 (0)
船員 2

計 2 (0)
主任船舶員 5

計 5 (0)
主任船員 6 (1)
主任船舶員 3 (2)

計 9 (3)
23
(3)

３級

困難な業務を処理する主任船員の職務

9 39.1

注）合計欄及び内訳欄のカッコ書きの人数については、再任用職員を内数として記載

合計 100.0

39.1 主任以外の職

主任の職14 60.9

9

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

２級
  主任船員の職務

5 21.8

特１級
船員の職務

7 30.4

１級
困難な業務を処理する船員の職務

2 8.7



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

特定任期付職員

（人） （％）
号給

任期付職員の採用等に関する条例
に規定する基準となる職務

合計

１号給
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活
用して業務に従事する場合 0.0

２号給
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活
用して困難な業務に従事する場合 0.0

３号給
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活
用して特に困難な業務に従事する場合 0.0

４号給
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験
を活用して特に困難な業務に従事する場合 0.0

５号給
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験
を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 100.02

合計 100.0

６号給
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する
者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なも
のに従事する場合

0.0

７号給
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する
者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重
要なものに従事する場合

0.0

2



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

第一号任期付研究員

（人） （％）
号給

任期付研究員の採用等に関する条例
に規定する基準となる職務

合計

１号給

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研
究分野において特に優れた研究者と認められている者がそ
の知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の
職務に従事する場合

0 0.0

２号給

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研
究分野において特に優れた研究者と認められている者がそ
の知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究
員の職務に従事する場合

0 0.0

３号給

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当
該研究分野において特に優れた研究者と認められている者
がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う
研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について
相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場
合

0 0.0

４号給

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当
該研究分野において特に優れた研究者と認められている者
がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なもの
を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき
重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行
う職務に従事する場合

0 0.0

５号給

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により
当該研究分野において特に優れた研究者と認められている
者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なも
のを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基
づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行
う職務に従事する場合

0 0.0

６号給

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により
当該研究分野において極めて優れた研究者と認められてい
る者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重
要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等
に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調
整等を行う職務に従事する場合

0 0.0

合計 0.00



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

第二号任期付研究員

（人） （％）
号給

任期付研究員の採用等に関する条例
に規定する基準となる職務

合計

１号給

博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験
を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研
究員の職務に従事する場合 0 0.0

合計 0.00

２号給

博士課程修了後、特別研究員制度（特別の法律により設立
された法人等によって運営され、主として博士課程を修了し
た優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する
機会を提供することを内容とする制度をいう。）等により数年
にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門
的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を
独立して行う研究員の職務に従事する場合

0 0.0

３号給

博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したこと
のある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が
当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の
職務に従事する場合 0 0.0


